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第三者割当による新株式の発行の中止に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 7 月 20 日開催の取締役会において、平成 22 年 7 月 14 日に発表いたしました現物出資

（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）を中止することを決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

また、これに伴い、筆頭株主及び主要株主の異動並びに債務免除による金融支援はございませんので、併せ

てお知らせいたします。 

 

      記 

 

Ⅰ 第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）の中止について 

 

１．第三者割当による新株式の発行を中止した理由 

 当社は本第三者割当による新株式発行において Brighton Invest Corp.（以下「ブライトン・インベスト・

コープ」といいます。）を割当先としておりますが、ブライトン・インベスト・コープより本第三者割当の引

受を中止したい旨の申し入れがありました。 

この申し入れを受けて、当社は、ブライトン・インベスト・コープと折衝を行ってまいりましたが、結論と

して、まことに遺憾ながらブライトン・インベスト・コープの申し入れを了承することとし、本日開催の当社

取締役会において本第三者割当による新株式発行を中止する決議をいたしました。 

 なお、ブライトン・インベスト・コープがクレディ・スイス系の投資会社であると一部で報道でされました

が、Credit Suisse Trust AG のサービス会社（会社及びファンドの運営を行うことを事業内容とする。）であ

る Verduro Associated Ltd.が、ブライトン・インベスト・コープの運営・管理を行っているものの、ブライ

トン・インベスト・コープの事業活動は、一般投資家から拠出された資金により運営されている独立系の投資

会社であり、クレディ・スイス・グループの関連投資会社ではありません。 

 また、クレディ・スイス・グループの Credit Suisse Ltd. Zurich(当社とブライトン・インベスト・コー

プの連絡窓口) 、Credit Suisse Trust AG Vaduz （Credit Suisse Ltd. Zurich の子会社）、Verduro 

Associated Ltd. （Credit Suisse Trust AG Vaduz の孫会社であり、ブライトン・インベスト・コープの業

務執行組合員）等のクレディ・スイス・グループ各社はいずれも当社に対する投資を行っておりません。 

  

２．今後の見通し 

 本第三者割当による新株式発行の中止により、株主の皆様には、大変なご迷惑、ご心配をおかけしましたこ

とを心よりお詫び申しあげます。 

当社といたしましては、今後とも、当社の信用力の維持・強化を図っていくため、株主の皆様及び金融機関

等のご協力を得ながら、できるだけ早期に債務の圧縮を通して財務体質の強化をはかっていく所存でございま

すので、株主の皆様におかれましては、何卒、今後ともご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。 

 なお、本第三者割当による新株式発行の中止が当社の業績に与える影響につきましては、判明次第お知らせ

いたします。 
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（ご参考） 予定していた第三者割当による新株式発行の概要 

発 行 期 日 平成22年7月31日 

発 行 新 株 式 数 16,890,000株 

発 行 価 額 1株につき14円 

調 達 資 金 の 額 236,460,000円 

割 当 先 ブライトン・インベスト・コープ 

そ の 他 

当社は、平成22年8月上旬開催予定の当社臨時株主総会に係る基準日以後

に新株式を取得する予定であるブライトン・インベスト・コープの要請も

あり、また、当社といたしましても、直近の株主の状況を反映した株主総

会が適当であると判断し、会社法第124条第4項に基づき、平成22年8月

上旬開催予定の当社臨時株主総会における新株式に係る議決権をブライト

ン・インベスト・コープに付与する予定であります。 

                                           

 

 

Ⅱ 主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動について 

 

本第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）の中止により、主要株主の異動及 

び主要株主である筆頭株主の異動は生じないこととなりました。 

 

 

Ⅲ 債務免除による金融支援について 

 

 本第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）の中止により債務免除による金融 

支援は生じないこととなりました。 

したがいまして、債務免除により発生する予定であった特別利益29,109,702円は、発生いたしません。 

 

 

以上 
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